
あ
な
た
の
街
の

　

市
民
の
皆
さ
ん
の
身
近
な
事
柄
を
取
り

上
げ
、
法
律
の
面
か
ら
弁
護
士
が
解
説
し

ま
す
。
今
回
は
「
土
地
の
通
行
権
」
に
つ

い
て
で
す
。

　

問
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
７
７

法法
律律
相相
談談

～第36回～

Ｑ
）
あ
る
土
地
を
相
続
し
た
の
で
す
が
、

そ
の
土
地
は
他
人
の
土
地
に
完
全
に
囲
ま

れ
て
お
り
、
公
道
へ
出
る
た
め
の
通
路
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
ま
ま
で
は
売
却
に
も

利
用
に
も
不
便
が
あ
り
、
困
っ
て
い
ま
す
。

Ａ
）
民
法
で
認
め
ら
れ
る
袋
地
通
行
権
に

つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
幅
、
長
さ
、
歩
行

者
に
加
え
て
自
動
車
も
通
行
で
き
る
の
か

な
ど
具
体
的
な
内
容
は
、
事
案
の
個
別
の

事
情
を
踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
て
い
ま
す
。

地
域
の
実
情
、
通
行
方
法
の
必
要
性
、
土

地
の
状
況
や
通
行
に
よ
る
被
害
の
程
度
な

ど
、
あ
ら
ゆ
る
事
情
を
総
合
考
慮
し
て
定

め
ら
れ
ま
す
。
自
動
車
の
通
行
ま
で
が
認

め
ら
れ
る
か
は
、
一
概
に
は
言
え
ま
せ
ん
。

Ａ
）
周
囲
を
他
人
の
土
地
に
完
全
に
囲
ま

れ
て
公
道
へ
出
ら
れ
な
い
土
地
（
袋
地
）

に
つ
い
て
、
民
法
は
、
袋
地
の
所
有
者
等

は
、
他
人
の
土
地
上
を
通
行
す
る
権
利
が

あ
る
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
場
合
、
最

も
被
害
が
小
さ
い
部
分
を
通
行
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
の
で
自
由
に
通
行
部
分
を
選

択
で
き
る
わ
け
で
な
く
、
原
則
と
し
て
、

Ｑ
）
袋
地
通
行
権
は
自
動
車
の
通
行
も
認

め
ら
れ
る
の
で
す
か
。

Ａ
）
袋
地
通
行
権
は
民
法
が
特
別
に
認
め

た
権
利
で
あ
り
時
効
取
得
の
対
象
に
は
な

り
ま
せ
ん
が
、
通
常
の
通
行
地
役
権
は
時

効
取
得
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
継
続
か
つ

外
形
上
認
識
で
き
る
使
用
が
な
さ
れ
、
自

己
の
た
め
に
す
る
意
思
に
よ
り
、
平
穏
公

然
と
行
使
し
て
い
る
こ
と
を
要
件
に
、
10

年
ま
た
は
20
年
に
よ
る
時
効
取
得
が
認
め

ら
れ
る
事
案
も
あ
り
ま
す
。

（
文
責
・
弁
護
士　

鈴
木 

陽
大
）

い
ず
み
法
律
事
務
所　

☎
58
６
５
５
８

Ｑ
）
合
意
が
で
き
な
い
場
合
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

Ｑ
）
通
行
地
役
権
は
時
効
に
よ
り
取
得
す

る
こ
と
は
で
き
ま
す
か
。

Ａ
）
ま
ず
、
通
行
地ち
え
き役
権
と
い
う
権
利
の

設
定
を
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
他

の
土
地
の
所
有
者
と
話
し
合
い
、
合
意
に

よ
り
、
通
路
を
設
定
し
ま
す
。
通
路
開
設

費
用
や
利
用
料
は
合
意
に
よ
り
定
め
ま
す
。

償
金
を
支
払
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
例
外

と
し
て
、
土
地
が
分
割
や
一
部
譲
渡
に

よ
っ
て
袋
地
と
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
償

金
が
不
要
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
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窓
口
の
時
間
延
長
と
臨
時
開
設
を
行
い
ま
す

■
市
民
課
☎
51
６
７
５
５

▽
住
民
異
動
届
の
受
け
付
け
（
転
入
・
転

　

出
・
転
居
）

▽
戸
籍
届
出
（
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
な
ど
）

▽
各
種
証
明
書
の
交
付
（
住
民
票
、
戸

　

籍
、
年
金
現
況
証
明
）

▽
印
鑑
登
録
、
印
鑑
証
明
書
の
交
付

▽
国
民
年
金
の
資
格
に
関
す
る
手
続
き

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

※
市
民
課
で
は
、
各
種
証
明
書
の
交
付
に

　

限
り
１
年
を
通
し
て
月
・
金
曜
日
に
午

　

後
６
時
ま
で
の
時
間
延
長
を
行
っ
て
い

　

ま
す
。

■
税
務
課
☎
51
６
７
６
５

▽
所
得
（
課
税
）
証
明
書
・
納
税
証
明
書

　

の
交
付

▽
原
付
バ
イ
ク
な
ど
の
標
識
交
付
・
返
納

　

の
受
け
付
け

■
国
民
健
康
保
険
課

　

☎
51
６
７
５
０　

☎
51
６
７
５
２

▽
時
間
延
長
と
臨
時
開
設
時
の
住
民
異
動

　

に
伴
う
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

　

医
療
制
度
の
手
続
き

■
こ
ど
も
子
育
て
支
援
課

　

☎
51
６
７
１
６　

☎
51
６
７
１
７

▽
児
童
手
当
の
手
続
き

▽
児
童
扶
養
手
当
の
手
続
き

▽
子
ど
も
医
療
費
の
手
続
き

▽
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
の
手
続
き

▽
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
手
続
き

▽
保
育
所
な
ど
の
入
所
手
続
き

■
ま
ち
づ
く
り
支
援
課
☎
51
６
７
２
６

▽
ゴ
ミ
出
し
の
ル
ー
ル
説
明

▽
町
内
会
へ
の
加
入
案
内

▽
犬
の
登
録
、
転
入
、
転
出
手
続
き

▽
交
通
災
害
共
済
加
入
、
脱
退
手
続
き

ご
協
力
く
だ
さ
い

※
取
り
扱
い
で
き
な
い
業
務
や
マ
イ
ナ
ン

　

バ
ー
が
必
要
と
な
る
業
務

　

が
一
部
あ
り
ま
す
。

※
手
続
き
内
容
に
よ
っ
て
は
、
後
日
あ
ら

　

た
め
て
お
い
で
い
た
だ
く
こ
と
が
あ
り

　

ま
す
。

※
窓
口
で
は
「
な
り
す
ま
し
」
な
ど
に
よ

　

る
不
正
な
請
求
を
防
止
す
る
た
め
に
本

　

人
確
認
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
本
人
確
認
書
類
（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

　

ド
や
運
転
免
許
証
な
ど
）
と
印
鑑
を
お

　

持
ち
く
だ
さ
い
。

※
代
理
人
が
手
続
き
を
行
う
場
合
、
委
任

　

状
な
ど
の
提
出
を
求
め
る
手
続
き
が
あ

　

り
ま
す
。

　

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

時
間
延
長

３
月
29
日
㈭
、
30
日
㈮

午
後
５
時
15
分
〜
午
後
６
時

４
月
１
日
㈰

午
前
８
時
30
分
〜
午
後
４
時

臨
時
開
設

市役所からのお知らせ


